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パートⅡ「その３」

　　　　　　　　　　秋葉原支店長「本谷 絋 三」の大嘘！

　闇の執行人柳検察官が「その２」で立証した「被害状況」と「取引状況」をデッ
チ上げた翌々日、平成3年12月22日、柳検察官の捜査指揮で検察官武田典文検事が
秋葉原支店長「本谷 絋 三」に「協力預金」と「質権設定承諾書の偽造」嘘の供述を
させた、検察官面前供述調書を検証する。
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　　　　　皆様どうか、この「供述調書」に騙されないで欲しいのです！

　「その２」オリックスアルファ、川合潤治に『この世に存在しない』「被害状
況」と「取引状況」を供述調書でデッチ上げた時と同様に、今度は、秋葉原支店長
「本谷 絋 三」に銀行業務をもっともらしく供述をさせていますが「大嘘」です。

証拠は「供述調書」です。

　秋葉原支店長「本谷 絋 三」に、自分が経験していない作り話、 P ２『質権設定承
諾書の偽造が判明した』P ３『今回問題になているような、顧客がノンバンクから借
入をおこして当行に預金し、その預金を当該　ノンバンクに担保として差し入れると
いう方式の協力預金のケースでノンバンクからその預金についての質権設定の承諾が
求められる事例が多くなっていました』と「大嘘」を供述させたのです。

『顧客がノンバンクから借入をおこして当行に預金し、その預金を当該　ノンバンクに
担保として差し入れるという方式の協力預金のケース』これが「大嘘」の証拠です。
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　　　　　　　本谷 絋 三貴殿に『室岡塾』塾長として公開質問する。
　　　　　　　　
　　　　　❶、どこに『銀行員の犯行』がありますか？
　　　　　❷、どこに「協力預金」と「質権設定承諾書の偽造」がありますか？　
　　　　　❸、どこに「被害者」がいますか？誰が「被害者」ですか？

貴殿の「大嘘」を立証します。

　大蔵省「銀行局」の方針に従い、『検察の闇』闇の執行人柳検察官捜査指揮の下
検察官武田典文検事が、『顧客がノンバンクから借入をおこして当行に預金し その預
金を当該ノンバンクに担保として差し入れるという方式の協力預金のケース』は、はじ
めから『この世に存在しない』当然のこと銀行員の犯罪『質権設定承諾書の偽造』も
存在しないことを、承知して秋葉原支店長「本谷 絋 三」に虚偽の供述をさせた。

　　　　　　　そのことは貴殿が、誰よりも知っている『真実』で
　　　　　　　ノンバンクが絶対に「被害者」になれない理由です。

『真実』

　　　第２章、国際金融犯罪『国家犯罪』と断罪する『国家の闇』で立証した。

　　　　　　　　❶、どこに『銀行員の犯行』がありますか？　
　　
　　　　　「銀行員の犯罪」はじめから『この世に存在しない』！

貴殿の「大嘘」を立証します。

証拠は、

　平成３年６月 13 日、オリックス・アルファは秋葉原支店と他行預金担保融資取引
「秋葉原支店⇔ノンバンク」をシステムどおり「BIS 規制８％」クリア操作用の民事取
引を行い金利を得ていたのです。そこに、オリックスアルファが被害者になれる
「金融犯罪」は何処にも存在しない。当然のこと「銀行員の犯罪」も存在しない。
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　オリックスアルファは「BIS規制８％」クリア操作用の他行預金担保融資取引
「秋葉原支店⇔オリックスアルファ」をシステムどおり行った事実を、取引に使用
された「約束手形債権」（CP）金融商品一式が立証した。

※取引関係書類　（A）約束手形　（B）通知預金通帳　（C）預金払戻解約請求
書これらが（D）「質権設定承諾書」で、一体となり「約束手形債権」つまり秋葉
原支店が「BIS 規制８％」クリア操作をする目的用に作成した預金担保債権流動化
目的とした、預金担保債権「約束手形債権」（CP）金融商品一式なのである。

はじめから『この世に存在しない』犯罪！

　オリックスアルファが被害者になれる「金融犯罪」は、はじめから『この世に存
在しない』即ち、大蔵省「銀行局」の方針に従い『警察官・検察官・裁判官』が闇
の執行人となり、本件詐欺事件話をデッチ上げた「職務犯罪行為」を立証した。
　
　もう一度、断言する。オリックスアルファは秋葉原支店と「BIS 規制８％」クリア
操作用の他行預金担保融資取引「秋葉原支店⇔ノンバンク」を民事・商事の法に則して
金利を得ていた。そこに「銀行員の犯罪」は、存在しない。

　　　❷、どこに「協力預金」と「質権設定承諾書の偽造」がありますか？

　検察官武田典文検事と秋葉原支店長「本谷 絋 三」貴殿が、法を無視した大嘘の供述
をして「供述調書」で愚かな「質権設定承諾書の偽造」をデッチ上げたのです。

　　　「質権設定承諾書の偽造」は、はじめから『この世に存在しない』！

　証拠は

　秋葉原支店極秘「プロジェクト」以外に作成することができない、秋葉原支店の
ダミー預金者ウェイアウトスポーツ・マッシュ名義の預金担保債権「約束手形債権
」(CP)金融商品一式（Ａ）「約束手形」（B）「通知預金通帳」（ C）「預金払戻
解約書」（D）「質権設定承諾書」をオリックスアルファ が、所持してることが
「証」です。
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　　他行預金担保融資取引「秋葉原支店⇔オリックスアルファ」を立証する。

　①　平成３年６月 12 日、秋葉原支店とオリックスアルファが金融機関内限定条
　件付き極秘特別「プロジェクト」内で、銀行のダミーウェイアウトスポーツ名義
　で 50億円の預金担保債権「約束手形債権」(CP)金融商品一式を用いた他行預金
　担保融資取引「秋葉原支店⇔オリックスアルファ」を行った。
　②　平成３年６月 12 日 、オリックスアルファが秋葉原支店に支払う「BIS 規制
　８％」クリア操作資金、太陽神戸三井銀行 浜松町支店振出小切手を作成した。
　③　平成３年６月13日大分銀行東京支店が行った 小切手ソウキン手続きです。
　④　振込先は秋葉原支店「別段預金口座」宛です。

  そこに、警視庁捜査二課が「逮捕状請求書」柳検察官が「起訴状」（一）そして裁
判所が「罪となるべき事実」（一）で、主張した本件、詐欺事件は存在しない。

　     ここで「BIS 規制８％」クリア操作の実態を（Ａ）～（ D）で立証する。

（Ａ）　約束手形を確認ください。
「約束手形」
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　秋葉原支店は、同支店が支払場所として印刷され、最初から決済口座の番号が印
字されていない、同銀行がそのウェイアウトスポーツに貸付をする際に徴する約束
手形用紙により、秋葉原支店がダミーとして仕立てたウェイアウトスポーツから一
覧払（※）の（あるいは支払期日の記載のない）約束手形の振出・交付を受け、こ
れをオリックスアルファに譲渡した。

　この「約束手形債権」（CP）金融商品一式である（A）約束手形と（B）通知預
金通帳と届出印の押捺された（C）預金払戻解約請求書は（D）「質権設定承諾
書」が存在することで一体であり、別々として存在することはないのです。

　　　　　　　　　（D）「質権設定承諾書」です！　

　　　　　　

　※押切印では、「協力預金」の融資金で作成した通知預金を「拘束」をすること
はできません。「預金拘束」するのであれば、支店長印でなければならないのです。
　　　　　　
　　　　そもそも証書番号 129296の「預金預入番号―00001」不存在
　　　　では単なる「通知預金口座」なのです。預金口座では論外なのです。
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　秋葉原支店長の貴殿が、P ３『今回問題になているような、顧客がノンバンクから
借入をおこして当行に預金し、その預金を当該　ノンバンクに担保として差し入れると
いう方式の協力預金のケースでノンバンクからその預金についての質権設定の承諾が
求められる事例が多くなっていました』と供述した。

　であるなら、預金担保融資の目的であるべき預金の存在を立証する「預金預入番
号―00001」が不存在では、単なる通知預金口座つまり「口座」を預金拘束しても
論外です。貴殿が「知らない」とか「分からない」はとおりません。

　　　　　　　　　供述調書 P15・ P16を検証ください。
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　　　　　　　添付された「質権設定承諾書」を検証する。
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　秋葉原支店長である貴殿が『押切印が押されており偽造されたものであることが
一目瞭然です』そう供述しているのですから、預金預入番号―00001不存在が単
なる「預金口座」と知っています。銀行員のイロハのイです。

　　　　大蔵省「銀行局」の方針に従い、それぞれが勝手に、銀行員個人
　　　　が犯した「質権設定承諾書偽造」話をデッチ上げているのです。
　　　　　　　　　　　　　
　秋葉原支店極秘「特別プロジェクト」内で「約束手形債権」(CP）金融商品を
　流動化（売却）する、他行預金担保融資取引「秋葉原支店⇔ノンバンク」 この
　取引に用いた（A)「約束手形」と「預金債権」が（D）「質権設定承諾書」で一
　体になった預金担保債権を立証した のです。

　ですから他行預金担保融資取引「銀行⇔ノンバンク」以外に（D）「質権設定
　承諾書」は、存在しないのです。「BIS 規制 8％」クリア操作を立証する本物
　の「質権設定承諾書」は法廷にも、何処にも開示されず『闇』なのです。

　検察官武田典文検事と秋葉原支店長「本谷 絋 三」貴殿が「供述調書」を悪用して
有印私文書偽造同行使罪「質権設定承諾書の偽造」をコピー偽造証拠で、デッチ上
げたことは「刑事犯罪」と断罪し告発する。

犯罪には時効がある。しかし正義に時効はない！
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　❷、どこに「協力預金」がありますか？

　検察官武田典文検事と秋葉原支店長「本谷 絋 三」貴殿が、法を無視した大嘘の供述
をして愚かな「協力預金」話を「供述調書」でデッチ上げたのです。

　　検察官武田典文検事が、秋葉原支店長「本谷 絋 三」に、狂乱マネーゲーム「バブ
ル経済社会」の構築と崩壊を招いた、銀行のダミー預金者名義の大口預金（定期預金・
通知預金）を取り崩し、運用した「原資金」隠蔽するため、法を無視した「協力預金」
話を「供述調書」で、デッチ上げた証拠を検証する。
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　　　　　　　　ここで「供述調書」 P10からP12までを検証する。
 P10

    P11
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 P12

                     本谷 絋 三貴殿に『室岡塾』塾長として公開質問する。

　　　　❷、貴殿は P12『この一連の金の流れを見ていると、このマッシュと ウ
　　　　ェイアウトスポーツの二社名義の通知預金が協力預金として作成され
　　　　たことは明白です。』このように供述した。間違いないか？

　　　　　　　　　　　　　貴殿の「大嘘」を立証します。　　

　大蔵省「銀行局」は、各銀行に金融機関内限定条件で認めた極秘「特別プロジェク
ト」内で銀行ぐるみ、他行預金担保融資取引「銀行⇔ノンバンク」を行った 「BIS 規
制 8％」クリア操作で得た融資金に金利を加えて大口預金（定期預金・通知預金）を
作成しバブル景気に湧く各市場で運用したことが、狂乱マネーゲーム「バブル経済社
会」を構築し崩壊を招き多くの国民を自殺に追い込んだマネーゲーム「国政と金」利
権政治を隠蔽するため『検察の闇』闇の執行人柳検察官が司法検察総掛かりで、はじ
めから『この世に存在しない』本件詐欺事件話をデッチ上げたのです。
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証拠は、

　　　　　秋葉原支店、他行預金担保融資取引の実態！　　　
　　　　　　　　　東海銀行 /秋葉原支店 融資年月日順の融資状況一覧表

　

　大蔵省「銀行局」の方針に従い、裁判所が番号１・２記載の（株）セントラル
ファイナンスが昭和62 年５月 25日、行った３億円の他行預金担保取引を無視し
て、協力預金担保融資話を「質権設定承諾書」が無いのに「不正融資」と「罪と
なるべき事実」をデッチ上げ「有罪」を宣告した。全く「預金拘束」が存在しない
ことを「完済日」が明らかにした。（第６章を参照。）
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　　秋葉原支店は、昭和62年3月11日番号１～平成3年6月28日番号75まで 秋葉
　　原支店内極秘「特別プロジェクト」内で「BIS規制８％」クリ ア操作、国際
　　金融犯罪・『国家犯罪』を犯して、ダミー預金者名義で「 大口預金」（75
　　件）総額1930億3600万円を偽造して、総返済金額総1257億2600万円、未
　　返済総額673億1000万円が、銀行のダミー預金者名義なのです。
　
　　ここで、ご検証していただきたいのが、昭和62年３月11日、１から平成２年
　　11月21日、番号56までは、秋葉原支店と「BIS規制８％」クリア操作用の他
　　行預金担保融資取引を行ったノンバンクは（株）セントラルファイナンス・　
　（株）日貿信・（株）協和商工信用の三社、東海銀行系列だけなのです。　

　　秋葉原支店は東海銀行系列店に対しては、大蔵省の指示通り平成2年9月中間
　　決算期に「精算」をしていたのです。更に「精算」資金の流れを追跡すると、
　　今迄のノンバンクとは全く違う、オリックス・オリックスアルファ・オリッ
　　クスインテリア・総合ファイナスから「精算」資金を持つて来ていました。

　 「BIS規制８％」クリア操作資金で作成した「大口預金」（定期預金・通知預
      金）を運用していた、ダミー預金者名義の損失金を平成２年11月「精算」し
　　ていたのです。ですから東海銀行から銀行員が頭取表彰されたのです。東海
　　銀行の頭取表彰が証明した「大型案件の仕掛け」。
　　　　　　　　　　

能力開発調書が「大型案件の仕掛け」を立証！

　この「能力開発調書」は検察官立証証拠(甲３号証)東海銀行検査部長が提出した
　ものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　能力開発調書

15



210723

　　この「能力開発調書」では、平成１年秋葉原支店長 高柳 裕、 主席次長 近藤
　　譲得意先係次長 武田純男、 平成2年本谷絋三、得意先係次長 武田純男、主席
　　次長 近藤譲が『最大のテーマである収益対策では、新規獲得法人中心に大型
　　案件の仕掛けは成功し流動性預金拡張に努め功績大であった』と銀行員を功
　　績大と賞賛しています。

秋葉原支店が銀行ぐるみ犯した国際金融犯罪
                         『国家犯罪』大型案件の仕掛けは成功した。

　　即ち『最大のテーマである収益対策では、ダミー預金者名義の新規獲得法人
　　中心に国際決済銀行（BIS）に応戦した極秘「特別プロジェクト」内で「BIS
　　規制８％」クリア操作用に預金担保債権「約束手形債権」(CP)金融商品を偽
　　造した大型案件の仕掛けは成功し、ダミー預金者名義の大口預金拡張に努め
　   た』銀行員（企業戦士)を功績大と秋葉原支店全体が暴露した「証」です。
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　　　　　　　　　　　　東海銀行秋葉原支店組織図　
平成１年

　　　

平成２年
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　平成 2 年、秋葉原支店長 本谷 絋三、貴殿と主席次長 近藤 譲そして得意先係次
長 武田 純男が、銀行員を功績大と賞賛しています。

　　　　秋葉原支店長 本谷 絋三貴殿が供述した「協力預金」など
　　　　はじめから『この世に存在しない』ことを「知っていた」

頭取表彰！

　　東海銀行は銀行員を「大型案件の仕掛け」の功績により平成 2 年 11 月 4日、
　　朝礼で頭取表彰を授けた事実を立証した東京高等裁判所、二審公判調書をご
　　検証ください。　　

　　　　　　二審「東海銀行秋葉原支店、行員の証言」速記録です。

　　得意先担当役務者の銀行員は頭取表彰を受けた後、平成３年２月の大暴落で
　　平成３年３月決算期に東海銀行系列以外のノンバンクから調達した630億円
　　が、決済できなくなり、銀行のダミー預金者名義で総額630億円もの「数字」
　　の損失金を発生させた責任を銀行員個人に「汚れ役」を押し付けた。
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　　　　　　平成３年７月29日、不当に「告訴」されたのです。

　　　　　　　　　　　　非道な基本的人権無視を告発します。

　　各銀行が銀行のダミー預金者を捏造して、銀行のダミー預金者名義で発生さ
　　せた巨額な「数字」の損失金を収束処理することが出来なければ銀行は破綻
　　します。そうしなれば金融経済社会は破滅するのです。

　　　　　　即ち、ダミー預金者に知られること無く銀行のダミー預金者
　　　　　　名義で発生させた巨額な「数字」の損失金を収束処理するた
　　　　　　め銀行員個人が犯した、はじめから『この世に存在しない』
　　　　　　巨額不正融資話をデッチ上げなければ我が国の金融経済社会
　　　　　　 は破滅する以外なかったのです。　　　

　　各銀行が国際金融戦争用に開設した極秘「特別プロジェクト」内で銀行ぐる
　　み不正腐敗を撒き散らした国際金融犯罪が元凶となり狂乱マネーゲーム「バ
　　ブル経済社会」の構築と崩壊を招いた「マネーゲーム政治と金」利権政治と
　　断罪する『国家の闇』が公になれば金融経済社会が破滅するのです。

悲しくないですか？人間の仕業ですか？

非道、残酷・残虐な隠蔽工作です！

　　海部政権が図った隠蔽工作に従い、国と銀行が犯した国際金融犯罪・『国家
　　犯罪』を隠蔽するため、一般庶民では想像を絶する非道な、銀行員個人の基
　　本的人権を無視 して「汚れ役」を押し付けた暴挙こそ、金の亡者という悪魔
　　の仕業なのです。
　　　　　　　　　　　これでもまだ「法治国家」と言えますか？
 　
　　日本の大手都市銀行が、銀行のダミー預金者名義で発生させた巨額な「数字」
　　の損失金を隠蔽するため、銀行員個人の基本的人権を無視して「犯罪者」に仕
　　立て上げてまで「巨額被害金」をデッチ上げる必要がどこある。余りにも悲し
　　い、人間の仕業とは到底考えられない非道・残酷・残虐な隠蔽工作です。
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　　　　　　　　　　　正気の沙汰ですか？銀行は怖いですね！
　　　
　　　 我が国の金融経済社会の破滅を回避するため、大手都市銀行がヤクザ社会
　　 　のヒットマンと同じことが行われたのです。何が銀行神話ですか？何が嫁
　　　にやるなら信用第一の銀行員ですか？大事な行員一人の基本的人権を無視

　　して刑務所に追いやる銀行など破滅しろ！
　　　

　　　　　    そこまでして「銀行の利益を護る」のが「国益に値する」
　　　　　　　 本当に「値」しますか？国民の「基本的人権を護る」こ
                      とが「国益に値する」のです。

　　　一人でも多くの国民が、銀行員の「基本的人権」を無視して、はじめから
　　 『この世に存在しない』巨額不正融資事件話と承知して「犯罪」とノンバン
　　   クの「被害金」をデッチ上げた隠蔽工作を『審判』すべき時なのです！

　　　
　　本件「詐欺事件」の「判決書」は当然のこと『罪となるべき事実』をデッチ
　　上げて「有罪」を「宣告」することで『この世に存在しない』本件詐欺事件
　　を「現実化」することのです。

　　誰もが、信じられない、前代未聞と表現できる、本件詐欺事件は「犯罪」
　　そのものが、はじめから『この世に存在しない』机上の作り話なのです。

　　国家権力の暴挙で、「加害者」銀行員個人との共犯者にデッチ上げられた
　　一般市民である借受名義人は「使っただろう！」と「脅され！」「騙され！」
　 「司法取引！」に屈して、はじめから『この世に存在しない犯罪』話を認め
　　て長期の刑を宣告され刑務所に行く無念と辛さ・・・国家権力の恐ろしさ
　　です。

   大蔵省「銀行局」は、各銀行に金融機関内限定条件で認めた極秘「特別プロジェ
   クト」内で銀行ぐるみ、他行預金担保融資取引「銀行⇔ノンバンク」を行った
 「BIS 規制 8％」クリア操作を『検察の闇』闇の執行人柳検察官が司法検察総掛か
　りで隠蔽した国家権力の恐ろしい隠蔽工作です。
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　前述した、第２章と第５章をもう一度読んでください。私が「騙されないで欲しい
」と言う理由が分かります。誰でも秋葉原支店長が行内の規則に則した銀行業務を供述
していると信じています。そういう私も信じていました。

　信じていたから、本件詐欺事件話を解明するのに「29年」という時間と労力そして
莫大な資金を使い、裁判が証拠採用した、コピー偽造された立証証拠の『闇』に、やっ
とたどり着いたのです。

私が知りたかった『真実』を隠蔽した『闇』
　　　　　　　　　 その『闇』を打ち砕く『真実』の光です。

　民間人であり一般市民それも国と銀行が犯した国際金融犯罪『国家犯罪』など、別
世界の話です。分からない、知らない私個人を『国家の闇』マネーゲーム「国政と金」
利権政治を国民に隠蔽するため、何故私を「生贄」にしたか「知りたかった」のです。

　どうしても『闇』の正体を「知りたかった」気がつけばもう 30年になりました。

　柳検察官捜査指揮の下に、司法検察総掛かりで「協力預金」と「質権設定承諾書
　の偽造」をデッチ上げた、『検察の闇』を真剣に直視してください。

　　私をはじめ、何も分からずノンバンクを騙して「融資金を使った」とデッチ上
　　げられ長期の刑を宣告され刑務所に行く辛さ・・・家族、友人、強いては周
　　辺にいる善意の人たちをも巻き込み、生命、生活権をも奪った権力の暴挙に対
　　して筆舌に尽くし難い憎しみ、怒りを持っております。

　　　　　　私は、この国家権力の暴挙を基本的人権無視と断言する！

　　国家が国民を個人として尊重することが基本的人権であり、「生命自由及び
　　幸福追求に対する国民の権利」を、本件は無視したのです。
以上。
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